幼保連携型認定こども園三笠まつばの杜 運営規程
第１章　総則

（名称）　

第1条　この認定こども園は、幼保連携型認定こども園 三笠まつばの杜（以下「本園」と
いう。）という。

（位置）

第2条　本園は、三笠市堤町7番地1に置く。

（目的)

第3条　本園は、子ども・子育て支援法・学校教育法の規定により児童・幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。

（施設の運営方針）
第4条　本園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）及び子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）その他の関係法令並びに関係条例を遵守して運営する。
（提供する教育・保育の内容）
第5条　本園の教育課程その他の教育・保育の内容は、第17条及び第26条に定めるとおりとする。

（職員の職種、員数及び職務の内容）

第6条　職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長　理事会の決定する方針に従い、本園の管理運営を統括する。
(2) 保育教諭　保育に従事し、保育計画の立案、実施、記録及び家庭との連絡等の業務を行う。主任保育教諭は、園長を補佐し、保育内容について保育士を統括する。
(3) 事務員　建物、備品の保全管理、経理事務、物品の調達・受払い、文書の収発、整理、関係機関との連絡その他庶務に関する業務を行う。
(4) 栄養士　給食献立の立案・栄養管理、調理指導、食品の調達計画、調理室及び食品庫等の衛生管理、子どもの状況等に応じた栄養指導、食育推進に関する業務を行う。
(5) 調理員　給食献立の立案及び調理、食品の調達計画と受払い、調理室及び食品庫等の管理その他給食に関する業務を行う。
(6) 嘱託医　入所した児童の健康診断と保健衛生の指導に関する業務を行う。

(7) 看護師　保育に従事し、健康管理・指導、病気やケガに対する応急処置・医療機関との連携・病院搬送の判断等、保護者への衛生指導・園内研修を行う。
（職員の資格）
第7条　職員は、理事長が任命する。ただし、主任保育教諭、副主任保育教諭及び保育教諭は、幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう）を有し、かつ、児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者でなければならない。
（職員の心得）
第8条　職員は、運営方針及び社会福祉施設の公共性に則り、その職務の遂行に努めるほか、特に入所、入園している子どもに対しては、無差別平等を旨とし、常に深い理解と愛情を持って接遇するとともに、職員相互の融和と協力を図り、児童処遇の充実に努めなければならない。

（入園資格）

第9条　本園に入園できるものは、0歳から2歳の幼児及び3歳から小学校就学の始期に達
するまでの幼児・児童とする。

（収容定員）

第10条　本園収容定員を1号認定45人・2号認定54人・3号認定36人とし、0歳～2歳
児童3クラス・3歳～就学前を6クラスに分ける。

（保育年限）

第11条　本園の保育年限は、1号認定は1年から4年未満、2号認定・3号認定は1年か
ら6年とする。

（保護者から受領する利用者負担）
第12条　本園においては、三笠市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等条例（平成27年6月30日三笠市条例第21号。以下「条例」という。）第5条の規定により、園児の居住する市町村が定める額の基本保育料を保護者から徴収し、当該市町村から施設型給付費等を法定代理受領する。

2　本園においては、本園の教育・保育の質の向上を図るため、次に掲げる特定保育料を徴収し、その金額及び徴収時期等は、第33条に定めるとおりとする。

　施設設備費：認可基準を超えた水準の園舎等の整備のため
　その他必要な特定保育料
3　本園においては、次のとおり実費を徴収する。

　(1) 給食費
1号認定：主食費2,000円　・　副食費　無償化
2号認定：主食費2,400円　・　副食費　無償化
3号認定：  　0円
(2) 通園送迎費用  月額2,900円（幼稚園部のバス利用者のみ）

(3) その他本園の利用において通常必要とされるものに係る費用で保護者に負担させることが適当と認められるもの  園長が定める金額

4　第2項の特定保育料及び第3項の実費については、書面により保護者に事前に説明し、第2項の特定保育料については、文書により保護者の同意を得る。

5　第1項から第3項までの利用者負担の支払いを受けたときは、第1項から第3項までの費用を区分ごとに、当該費用に係る領収証を保護者に交付する。

（子どもの区分ごとの利用定員）
第13条　本園の子ども・子育て支援法第31条第１項の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 1号認定　30人　　　3歳児10名　　4歳児10名　　5歳児10名

(2) 2号認定　54人　　　3歳児18名　　4歳児18名　　5歳児18名

(3) 3号認定　36人　　  0歳児  9名　　1歳児 9名    2歳児18名

（利用の開始及び終了に関する事項等）
第14条　本園の入園、退園、休園、修了等に関する事項は、第5章に定めるとおりとする。

2　本園は、1号認定の利用定員の総数を超える利用の申込みについて、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、本園の教育理念に基づく選考等、事前に園長が定めて保護者に明示した公正な方法により選考する。

3　前項の選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示する。

4　本園は、2号認定及び3号認定の利用について市町村が行う利用の調整及び要請に対し、三笠市子ども・子育て支援法等施行細則第12条の規定により、できる限り協力する。

（緊急時における対応方法及び非常災害対策）
第15条　本園においては、園児の安全の確保を図るため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条において準用する学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第27条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第29条第１項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行う。

2　本園は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条において準用する学校保健安全法に従って、市町村、保護者等への連絡、警察署その他の関係機関との連携を図る。

（虐待の防止のための措置に関する事項）
第16条　本園は、園児に対する虐待を防止するため、教職員に対する研修を定期的に行う。
第２章　保育の提供等
（保育の内容等）
第17条　本園の教育・保育活動は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第10条の規定に基づくほか、次に定めるものについて行う。
(1) 給食（昼食及び間食）
(2) その他必要な保育
2　本園は前項に規定する保育のほか、次に掲げる便宜の提供を行う。
(1) 主食の提供
(2) 次条に規定する時間外保育（延長保育事業）
(3) 障がい児事業（特別児童扶養手当支給対象児の受け入れ）
(4) 一時保育促進事業（幼稚園型・一般型）
(5) 地域における子育て支援活動（子育て支援・プレ保育）
(6) その他の便宜
3　保育の提供にあたっては、保育指導計画を作成するものとし、当該計画は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を基準として、指導計画を作成するものとし、当該計画は、年間、月案及び週案に分けて作成することとする。
4　本園の職員は、保育の提供をした際は、保育の提供日、内容その他の事項を記録しなければならない。
5　園長は、入所する子どもの処遇に関する具体的な措置を決定し、その円滑な実施を図るため、必要な時期に関係職員を構成員とする会議を開くものとする。
（保育を提供する時間及び日）
第18条　1号認定（教育標準時間認定）
	提供する曜日
	　月曜日から金曜日

	教育標準時間
	　9時00分から14時00分　登園時間8時30分～9時00分の間


	預かり保育
	　月曜日から金曜日：教育時間終了後18時30分まで

預かり料金がかかります。
延長保育　18:00～18:30まで利用料金がかかります。
（土曜日・日曜日・祝日は、預かり保育の利用はできません）

	早朝時間外保育
	　月曜日から金曜日まで（7：30～8：30）利用料金がかかります


　　2号認定・3号認定（保育認定）

	提供する曜日
	月曜日から土曜日

	保育時間
	（保育標準時間認定を受けた方）

月曜日～金曜日　　7時30分～18時30分（最大11時間）

　　　　土曜日　　7時30分～18時30分

（保育短時間認定を受けた方）

月曜日～金曜日　　8時00分～16時00分

　　　　土曜日　　8時00分～16時00分

	時間外保育
	月曜日～土曜日  　7時00分～ 7時30分
　　　　　　　 　18時30分～19時00分

	時間外保育

（短時間認定）
	月曜日～土曜日　  7時00分～ 8時00分

　  16時00分～19時00分

	休園日
	年末年始（12月30日～1月4日）及び日曜・祝日


（保育の提供を行わない日）
第19条　保育を提供しない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
(3) 12月30日から31日まで、翌年1月１日～1月4日まで

(4) 園長が別に定める休日

（5）1号認定は、第25条のとおりとする。
2　本園は、前項に定める日であっても、必要に応じて保育を提供することがある。

（給食）
第20条　給食は、できる限り変化に富み、入所している子どもの健全な発育に必要な栄養量を確保するものとする。
2　給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している児童の身体的状況及び趣向を考慮したものとする。
3　給食の調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うものとする。
（健康管理）

第21条　入所している児童の健康管理に留意し、最低年2回以上の健康診断と年1回以上の歯科検診を行うものとする。

2　 本園には、常時、必要な医療器具を備え付けるものとする。

3　 職員の健康診断は年1回以上、調理員等の給食関係者は検便を毎月実施するものとする。
 　（入所児の生活）

第22条　本園の構造設備は、採光、換気等入所児の保健衛生を考慮したものとするととも
に、危険防止に十分な処置を講じなければならない。

2　 保育室、居室、便所は毎日清掃し、定期的に消毒するものとする。

3　 おもちゃ等の子どもの手に着くものは、定期的に消毒するものとする。

4　 食器等は、使用後よく洗い、十分に消毒する。

第３章　保育の学年、学期、及び休業日

(学年)

第23条　学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第24条　本園の1号認定に係る学期は、次のとおりとする。

　　第1学期　4月1日から7月31日まで

　　第2学期　8月1日から12月31日まで

　　第3学期　1月1日から3月31日まで

(休業日)

第25条　本園の1号認定に係る休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日(及び土曜日)・国民の祝日

(2) 学年始業日　　　4月 1日から4月11日まで

(3) 夏季休業　　　　7月26日から8月19日まで

(4) 冬季休業　　 　12月26日から1月19日まで

(5) 春季休業　　　　3月21日から3月31日まで

(6) 開校記念日　 　 5月2日（土・日曜日又は祝日の場合は前後に振り替える）

2　園長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要であり、かつ、やむを得ない事由があ
　るときは、休業日と教育及び保育を行う日とを振替、又は休業日に教育及び保育を行う
　ことができる。

3　園長は、非常変災その他急迫の事情があるとき、又は伝染病予防上必要があるときは、
臨時に休業することができる。
第４章　教育課程及び教育週数

(教育課程、教育週数)

第26条　教育課程及び教育週数は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に従い、園
　長が別に定める。

第５章　入園、退園、休園、修了及び表彰

(入園)

第27条　1号認定の入園手続きは、次のとおりとする。

(1) 入園を希望する幼児の保護者は、所定の入園願書を指定の期日までに園長に

提出するものとする。

(2) 入園は、園長がこれを許可する。

(3) 入園を許可された幼児の保護者は、指定の期日までに入園準備金を納入するものとする。

(4) 前号に定める手続きが指定の期日までに行われないときは、園長は入園の許可を取消す事がある。

(退園、休園)

第28条　退園又は休園しようとする園児の保護者は、所定の退園願い又は休園願いを園
長に届け出るものとする。
（1） 定められた納入費用が如何なる理由があっても、連続して2か月間滞納した場

　　　合は支払い意思の有無にかかわらず、完済した上に退園していただくものとす

　　　る。

(転入園)

第29条　転入園に関しては、第27条及び第28条の規定を準用する。

(修了証書)

第30条　本年所定の教育課程を修了したものには、修了証書を授与する。

 (表彰)

第31条　園長は、心身の発達が著しい園児又は他の模範となる園児を表彰することがで
きる。
第６章　教職員組織

(教職員組織)

第32条　本園の教職員組織は、次のとおりとする。

（1） 理事長　　　　　　　　1人

（2） 園長　　　　　　　　　1人

（3） 副園長　　　　　　　　1人（配置が困難であれば配置なし）
（４）主任　保育教諭　　　　 1人

（５）副主任保育教諭　       1人（配置適任者いなければ配置なし）　　　　　　　

（６）保育教諭・保育士　　　 10人以上

（７）事務職員　　　 　　　  1人以上

（８）運転手　(バス)  　　　 1人以上

（９）栄養士　　　　　　　 　1人

（10）調理員　　　　　 　　　2人以上

（11）嘱託医　　　　　　 　　2人(歯科医を含む)

（12）嘱託薬剤師　　　　 　　1人

（13）看護師　　　　　　 　　1人(配置適任者いなければ配置無し・保育業務兼任)
（14）その他（用務員）　　 　1人以上（運転手兼任）
2　園長は、園務を処理し所属職員を監督する。

第７章　納付金

(納付金)

第33条　施設設備費の徴収及びその他の費用は次のとおりとする。
入園前費用

（１）入園準備金　20,000円　対象全園児
（２）施設設備費　1号認定 20,000円　お道具渡し時（2月10日～28日の期間）及び
入園時に随時納入

入園後費用

（１）保　育　料　１号・２号・３号園児無償化対象。（三笠市）
（２）教育充実費　1・2号認定　年中1,900円　年長3,800円（毎月）
（３）延長保育利用料(時間外保育)　１時間160円　利用月支払い
（４）送迎バス利用料　１号認定園児利用月　月2,900円
（５）主食費　1号認定2,000円　2号認定2,400円（毎月）
（６）教材絵本代　2・3・4・5歳クラス　400～580円程度（毎月）
（７）一時預かり保育利用料　1号認定園児利用月支払い
（８）教材費　2,800円　（1号・2号認定　入園時及び進級前納入）
※（返還）既納の施設設備費・保育料、その他費用は理由の如何にかかわらず返還しない。
第8章　補則

(補則)

第34条　この規程に関し必要な事項は、園長が別に定める。

　
附　則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。　
改定　令和5年4月1日から施行する。
　　　改定　令和6年4月1日から施行する。
　　　改定　令和8年4月1日から施行する。
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	(10) 支給認定不正報告関係書類
	５年
	

	３ 給食関係
	(１) 集団給食施設設置・変更・廃止届
	永年
	

	
	(２) 献立表（予定、実施）
	５年
	

	
	(３) 給食日誌
	１年
	

	
	(４) 検食記録簿
	１年
	

	
	(５) 給食だより
	１年
	

	
	(６) 衛生管理チェック表
	１年
	

	
	(７) 食材発注・納品簿
	５年
	

	４　職員関係
	(１) 労働者名簿
	永久
	

	
	(２) 辞令簿
	永久
	

	
	(３) 履歴書綴
	３年
	退職後

	
	(４) 資格証明書（登録証）綴
	永久
	

	
	(５) 各種労使協定書・労基署届出関係書類
	永久
	

	
	(６) 勤務割表
	３年
	

	
	(７) 出勤簿
	３年
	

	
	(８) 給与（賃金）台帳
	10年
	

	
	(９) 時間外・休日勤務命令簿
	３年
	

	
	(10) 休暇簿・出勤整理簿
	３年
	

	
	(11) 出張命令関係簿
	５年
	

	
	(12) 健康診断記録簿
	５年
	

	
	(13) 検便実施記録簿
	５年
	

	
	(14) 社会保険・労働保険関係書類
	10年
	

	
	(15) 所得税（源泉徴収）関係書類
	10年
	

	
	(16) 退職共済関係書類
	10年
	

	
	(17) 雇入通知書・雇用契約関係書類
	３年
	退職後

	
	(18) 各種手当届出関係書類
	３年
	

	５　防災関係
	(１) 防火管理者選任届関係書類
	永久
	

	
	(２) 消防計画関係書類
	５年
	

	
	(３) 消防用設備点検結果報告書関係書類
	３年
	

	
	(４) 避難（消火）訓練実施記録関係書類
	３年
	

	６　経理関係
	(１) 経理規程
	永久
	

	
	(２) 財産目録
	永久
	

	
	(３) 固定資産管理台帳（不動産台帳を含む）
	永久
	

	
	(４) 予算書
	永久
	

	
	(５) 決算報告書
	永久
	

	
	(６) 決算付属明細書
	
	

	
	　ア 借入金明細表
	永久
	

	
	　イ 貸付金明細表
	永久
	

	
	　ウ 寄附金収入明細表
	永久
	

	
	　エ 金銭残高明細表
	永久
	

	
	　オ 預貯金・有価証券等明細表
	永久
	

	
	　カ 預貯金残高証明書
	永久
	

	
	　キ 未収・未払・預金等明細表
	永久
	

	
	　ク 積立金・引当金明細表
	永久
	

	
	　ケ 補助金収入明細表
	永久
	

	
	　サ 国庫補助金等特別積立金明細表
	永久
	

	
	　シ 固定資産増減明細表
	永久
	

	
	　ス 固定資産集計表
	永久
	

	
	(７) 総勘定元帳
	10年
	

	
	(８) 仕分伝票
	10年
	

	
	(９) 現金出納帳
	10年
	

	
	(10) 小口現金出納帳
	10年
	

	
	(11) 寄付金・寄付物品台帳
	10年
	

	
	(12) 利用料等徴収関係書類
	３年
	

	
	(13) 施設型給付費・補助金請求・精算関係書類
	５年
	

	
	(14) 備品台帳
	10年
	

	
	(15) 借入金台帳
	10年
	

	
	(16) 貸付金台帳
	10年
	

	
	(17) 未収金台帳
	10年
	

	
	(18) 未払金台帳
	10年
	

	
	(19) 有価証券等台帳
	10年
	

	
	(20) 月次試算表
	10年
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